
登 録 ホ ー ム ヘ ル パ ー 賃 金 規 定  

（ 賃 金 の 種 類 ）  

第 1条   登 録 ホ ー ム ヘ ル パ ー に 対 し て の 賃 金 、お よ び 賃 金 の 種 類 は 、下 記 賃 金 規 定 表 の 通

り と す る 。但 し 、額 面 は 最 低 単 価 と し 、ヘ ル パ ー 毎 の 査 定 に よ っ て 単 価 を 設 定 す る 。  

（ 時 間 帯 区 分 あ り 、 全 て 1 時 間 単 位 ）  

 

（ 時 間 帯 区 分 な し 、 全 て 1 時 間 単 位 ）  

 

1 ） ． 活 動 時 間 区 分  

          日 中 活 動 時 間 帯 と は    8 ： 0 0 ～ 1 8 ： 0 0  

          早 朝 活 動 時 間 帯 と は    6 ： 0 0 ～ 8 ： 0 0  

          夜 間 活 動 時 間 帯 と は    1 8 ： 0 0 ～ 2 2 ： 0 0  

          深 夜 活 動 時 間 帯 と は    2 2 ： 0 0 ～ 翌 朝 の 6 ： 0 0 ま で  

2 ） ． 活 動 時 間 区 分  

           支 援 は 3 0 分 単 位 で 最 小 は 3 0 分 か ら と す る 。  

但 し 、 家 事 支 援 に つ い て は 、 1 5 分 単 位 と す る 。  

3 ） .  3 0 分 単 独 支 援 （ 前 後 に 連 続 し た サ ー ビ ス が な い 、 30 分 間 だ け の 支 援 ） の 場 合 は  

  そ の サ ー ビ ス を 問 わ ず 、 45 分 と 同 じ 稼 働 分 と し て 給 与 計 算 す る 。  

 

 

（ 賃 金 の 通 知 ）  

第 2条  ヘ ル パ ー 毎 の 単 価 は 、 ヘ ル パ ー 毎 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 賃 金 の 査 定 ）  

第 3条  賃 金 の 査 定 は 毎 年 3 月 の 時 期 に 実 施 す る 。  

時 間 帯  身 体  

介 護  

家 事

支 援  

通 院 介

助  

（ 身 体

伴 う ）  

通 院 介

助  

( 身 体

伴 わ な

い )  

重 度 訪

問 介 護  

同 行  

援 護  

育 児

支 援  

( 一

般 )  

育 児  

支 援  

（ 要 支

援 ）  

有 償  

（ 但 し マ

ッ サ ー ジ

は 身 体 介

護 に 準 ず

る ）  

日 中 時 間  1 , 5 0 0

円  

1 , 1 0 0

円  

1 , 5 0 0

円  

1 , 1 0 0

円  

1 , 1 0 0

円  

1 , 1 0 0

円  

1 , 1 0 0

円  

1 , 4 0 0

円  

1 , 1 0 0  

円  

早 朝 ・ 夜 間 1 , 8 0 0

円  
1 , 3 0 0

円  

1 , 8 0 0

円  

1 , 3 0 0

円  

1 , 5 0 0

円  

1 , 3 0 0

円  

1 , 3 0 0

円  

1 , 6 5 0

円  

1 , 3 0 0  

円  

深 夜 時 間  2 , 1 0 0

円  

 2 , 1 0 0

円  

 1 , 8 0 0

円  

   1 , 6 5 0  

円  

移 動 支 援 区 分  移 動 支 援  行 動 援 護  コ ミ ュ ニ ケ ー  

シ ョ ン 支 援  

ケ ア 会 議  
ヘ ル パ ー 研 修  

同 行  

個 別 対 応  1 , 1 0 0 円  1 , 5 0 0 円  1 0 2 3 円  1 0 2 3 円  1 0 2 3 円  

2 人 グ ル ー プ  1 , 4 0 0 円  

3 人 グ ル ー プ  1 , 5 0 0 円  



 

（ 賃 金 の 査 定 対 象 ）  

第 4条   雇 用 期 間 か ら 6 ヶ 月 以 上 を 経 過 し 、 か つ 雇 用 し て か ら の 派 遣 時 間 が 10 0 時 間 を 超

え た も の を 対 象 と す る 。  

 

（ 賃 金 の 査 定 内 容 ）  

第 5 条  雇 用 期 間 、 派 遣 時 間 、 資 格 の 有 無 等 を 考 慮 し 、 査 定 し ま す 。  

 

（ 賃 金 の 計 算 期 間 ）  

第 6 条  賃 金 の 計 算 期 間 は 、毎 月 １ 日 か ら 月 末 ま で と す る 。月 の 途 中 で 採 用 さ れ た 者 の 計

算 は 、 採 用 の 日 か ら 月 末 ま で と す る 。  

 

（ 賃 金 の 支 払 日 ）  

第 7 条  賃 金 は 、 毎 月 ２ ５ 日 に 支 給 す る 。 支 給 日 が 休 日 に 当 た る と き は そ の 前 日 に 、 そ

の 前 日 も 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の 前 日 に 支 給 す る 。  

 

（ 賃 金 の 支 払 い ）  

第 8 条  賃 金 は 振 込 み で 、 そ の 全 額 を 尼 崎 信 用 金 庫 の 本 人 指 定 の 金 融 機 関 に 振 り 込 む も

の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る も の は 、 賃 金 か ら 控 除 し て 支 払 う 。  

①  所 得 税 、 地 方 税 及 び 社 会 保 険 料 の 個 人 負 担 分  

 

（ 就 労 の キ ャ ン セ ル の 手 当 ）  

第 9 条  当 日 の 利 用 者 都 合 の 就 労 の キ ャ ン セ ル に つ い て は 1 時 間 の み の 就 労 分 賃 金 を 支 払

う 。  

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 23 年 3 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 24 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 26 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 26 年 6 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 26 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 27 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 28 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 28 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 29 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 29 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は 、 平 成 30 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  



こ の 規 則 は 、 平 成 31 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。   

こ の 規 則 は  令 和 元 年  1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は  令 和 2 年  4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は  令 和 3 年  1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は  令 和 4 年  4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 則 は  令 和 4 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。   


